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審査意見書の内容 予測評価書案での対応状況 

(1) 事業内容 

ア 老朽化した現施設の更新事業で、最新の技術を採用した

廃棄物処理施設を建設するとしているが、現施設の稼働に

よる環境影響を把握した上で、更新事業による大気汚染物

質及び二酸化炭素の排出などの環境負荷の低減効果を具

体的に予測評価書案に記載すること。 

計画施設と現施設についてそれぞれ予測を行い、排ガス自主規制値の強化による大気汚染物質の排出低減効果、エネルギー使用量や余熱利用の高

効率化に伴う温室効果ガス排出量の削減効果を予測評価書案に記載しました。 

 

【大気汚染：予測評価書案 p.266～267】 

＜参考：厚木市環境センター（現施設）との比較＞ 

全ての予測項目で計画施設の方が厚木市環境センター（現施設）の予測結果よりも低い濃度となった。 

表 5-2-1-78 長期平均濃度予測の結果（寄与濃度の年平均値）の比較 

予測項目 

寄与濃度（最大着地濃度地点） 

厚木市環境センター 
（現施設） 

計画施設 

二酸化硫黄（ppm） 0.001279 0.000065 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.000530 0.000032 

二酸化窒素（ppm） 0.00106 0.000077 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3） 0.00663 0.000065 

水銀（µg/m3） 0.00033 0.00019 

最大着地濃度地点 
厚木市環境センター 

（現施設） 
北側約 700m 

実施区域北側約 750m 

 

【温室効果ガス：p.587～588】 

＜参考：厚木市環境センター（現施設）との比較＞ 

温室効果ガス排出量の結果の比較は、計画施設の方が厚木市環境センター（現施設）の予測結果よりも少ない量（約 86％）となった。 

表 5-2-19-23 温室効果ガスの排出量予測結果の比較 
 

項目 施設 活動区分 
厚木市環境センター 

（現施設） 
計画施設 

排 
出 
量 

焼却施設 

他人から供給された 
電気の使用 

4,892 6,660 

燃料の使用 159 423 

廃棄物の焼却 45,171 43,872 

粗大ごみ処理施設 
他人から供給された 
電気の使用 

44 261 

合計 50,266 51,216 

削 
減 
量 

焼却施設 
発電 4,763 12,270 

余熱利用 2,547 1,954 

合計 7,310 14,224 

排出量－削減量 42,956 36,992 

  

資料１－２ 
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審査意見書の内容 予測評価書案での対応状況 

イ 予測・評価が適切であるとの判断材料とするため、予測

の前提となる土地利用計画、施設の諸元、環境保全措置な

どを十分に明らかにし、住民の理解が得られるよう、具体

的に予測評価書案に記載すること。 

土地利用計画や施設設計の具体化に伴う事業計画の更新内容等について、設定の根拠や経過を予測評価書案に記載しました。 

「別添 4 対象事業の内容」及び「別添 5-2 環境影響予測評価」に記載。 

ウ 計画施設の稼働後も、現施設の一部を車両基地等として

一体的に活用することを検討しているとのことだが、交

通、騒音を始めとして生活環境に与える影響の変化が考え

られることから、その影響に係る環境配慮を検討し、現施

設及びその跡地の利用方法を明らかにした上で、周辺住民

に対して適切な情報提供等をすること。 

 現施設の跡地利用については、厚木市の庁内検討組織である環境センター周辺整備検討会で検討を進めておりますが、現段階では、計画施設稼働後の収集体

制などが決定していないため、最終的な利用方針は決定しておりません。 

平成 32 年度に一般廃棄物処理基本計画を改定することから、平成 33 年度以降の収集計画を踏まえて、周辺住民とともに検討を進め、情報提供をしながら跡

地利用方針を定めてまいります。 

エ 平成 29 年度からの実施を計画しているワークショップ

等で、煙突高さを緑地計画等とともに地元住民等との合意

形成を図った上で決定するとしているが、その実施に当た

っては、多様な住民意見が集約できるように、テーマや内

容に応じた適切な場の設定と進め方を検討すること。 

地元住民の意見を集約できる適切な検討組織として金田地区の自治会の役員等で構成される「建設対策部会」において、煙突高さの違いによる大気汚染や景

観に関するシミュレーション結果、有識者による「近年のごみ処理施設の環境対策」をテーマとした講演会の開催、高さの違う複数の煙突の現地視察など、様々

な情報を検討材料にするとともに、地元要望の把握に努めながら検討しました。 ※具体的な検討内容は、「(2) 大気汚染 イ」を参照。 

【煙突高さの検討経緯：予測評価書案 p.122】 

表 4-3-2 煙突高さの検討経緯 

実施日 会議等 内容 

平成 29 年 
8 月 8 日 

第 1回 
建設対策部会 

【案件】新ごみ中間処理施設の煙突の高さについて 
・煙突の高さの検討スケジュールを提示した。 
・煙突の高さは 59ｍで十分な環境対策が期待できるとの事業実施予定者の

考え方を示し、近隣施設の煙突の高さの事例を示した。 
・景観調査の状況について示した。 

平成 29 年 
9 月 22 日 

講演会 「近年のごみ処理施設の環境対策について」 
※全国都市清掃会議 技術指導部長 荒井喜久雄氏の講演 
・環境基準についてや煙突高さを決める要素についてなどの講演会を行っ

た。 

平成 29 年 
10月 26日 

第 2回 
建設対策部会 

【案件】煙突の高さの比較検討 
・近隣施設の煙突の高さが決定するまでの経緯を紹介した。 
・周辺建物による影響について示した。 
・「環境基準とは、人の健康を維持するための最低限度ではなく、より積
極的に維持されることが望ましい目標」であることを説明した。 

・煙突高さ 59ｍ、80ｍ、100ｍと高さの違いによる排ガスの拡散シミュレ
ーション結果を示した。 

・フォトモンタージュを作成し、煙突の高さの違いによる比較写真を紹介
した。 

平成 29 年 
11月 24日 

事例視察 ごみ処理施設（煙突）の視察及び煙突に関するアンケート調査実施 
（金田地区環境保全委員会・建設対策部会合同視察研修） 
・武蔵野クリーンセンター、クリーンプラザふじみ、相模原市北清掃工場

の高さの違う煙突を視察していただき、煙突に関するアンケート調査を
行った。 

平成 29 年 
12月 12日 

第 3回 
建設対策部会 

・煙突に関するアンケート集計結果を提示し、また、第 1回、第 2 回の建
設対策部会の検討経過を踏まえて協議いただいた。 

 協議の結果、建設対策部会としての煙突の高さの方針は「煙突の高さは
80ｍとし、高さの 1/10 以上の太さとする」という方針で決定した。 
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審査意見書の内容 予測評価書案での対応状況 

オ 事業実施区域の北側エリア約3.8ヘクタールは現状が水

田であり、事業実施により平時は緑地として住民の憩いの

場に活用し、災害時は災害廃棄物の一時保管場所として使

用するとしているが、用途の変化及び災害時における環境

配慮の考え方について、早い段階で住民が理解できるよう

丁寧に説明するとともに、住民と話合いながら緑地計画を

充実させていくこと。 

地元金田地区の様々な世代の意見をまとめることを目的に、自治会、子ども会、老人会などの団体から選出された委員 25人で構成される「環境センター周辺

整備を考える会」が設置され、約 1年間、計 10 回の会議や事例視察を行うとともに、災害時における用途の変化及び環境配慮の考え方について説明してきまし

た。この会において緑地整備に係る概要がまとめられましたので、これを基本として今後も緑地計画の充実を図ります。 

【緑地のエリア計画：予測評価書案 p.135～136】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) 子どもが遊べる空間 

(2) 自然環境に親しむ空間 

(3) 気持ちの良い広々とした空間 

自然環境に親しみながら子どもから高齢

者までが安心して遊べて楽しむことがで

きる気持ちの良い広々とした身近な緑地 

■整備の方針 ■整備のコンセプト 
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審査意見書の内容 予測評価書案での対応状況 

カ 災害廃棄物の一時保管場所には、災害時一時的に構成市

町村に仮置きされた後に分別された可燃ごみを保管する

としている が、今後策定予定の災害廃棄物処理計画にお

ける本事業の位置付けや、想定する災害廃棄物量等につい

て、具体的に予測評価書案に記載すること。 

 構成市町村が策定した災害廃棄物処理計画における本事業の位置づけ、想定する災害廃棄物量について予測評価書案に記載しました。 

【予測評価書案 p.133】 

(4) 災害廃棄物の効率的な処理機能 

計画施設は、災害廃棄物の処理を見込んだ焼却能力を持つとともに、災害時における災害廃棄物の一時保管場所を併設する。一時保管場所の使用に当た

っては、計画施設で処理が可能な可燃物のみを保管することとしているため、構成市町村は仮置場を確保し、災害廃棄物の分別・破砕等処理を行った後に、

災害廃棄物（可燃物）を搬入する。なお、構成市町村における災害廃棄物量（可燃物）は表 4-3-10 に示すとおり想定している。 

また、一時保管場所として使用する際には、飛散防止対策として飛散防止ネットの設置、火災防止対策としてガス抜き管及び消火栓の設置、防火水槽の

整備、臭気対策として生ごみ等の腐敗性廃棄物の搬入禁止や防臭剤の散布、害虫対策とし防虫剤・殺虫剤の散布、浸出水対策としてアスファルト舗装や排

水処理設備の設置等の必要となる各種対策を講じる。場内には管理事務所兼倉庫（平時は緑地のエリア管理用として利用）を整備する計画とする。 

なお、平時は地元住民の憩いの場として開放する。災害廃棄物の一時保管場所は計画施設と同時に組合が整備し、その運営管理は組合が行う。 

表 4-3-10 構成市町村における災害廃棄物量（可燃物） 

構成市町村 災害廃棄物量（可燃物）（ｔ） 

厚木市 54,000 

愛川町  2,976 

清川村    231 

合計 57,207 

出典：「厚木市災害廃棄物処理計画」（平成30年3月、厚木市） 

「愛川町災害廃棄物処理計画」（平成30年3月、愛川町） 

「清川村災害廃棄物処理計画」（平成30年3月、清川村） 

 

(2) 大気汚染 

ア 排ガスの基準について、大気汚染防止法（昭和 43 年法

律第 97 号）等の規制値とは別に自主規制値を設定すると

しているが、実施計画書に具体的な自主規制値が示されて

いない項目については、検討した経緯も含めて予測評価書

案に記載すること。 

具体的な自主規制値を示していなかった水銀やカドミウム、鉛等の「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で規制値が定められている項目について、検

討経緯も含めて決定した内容を予測評価書案に記載しました。 

さらに、実施計画書に自主規制値を記載していた項目についても、自主規制値の設定から 2 年以上が経過し、ごみ処理技術や廃棄物処理施設の整備状況が変

わってきている状況を踏まえ、自主規制値の再検討を行い、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物及びダイオキシン類の自主規制値を強化しました。 

具体的な内容は、「１実施計画書からの変更点(6) 排ガスの基準」を参照。 
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審査意見書の内容 予測評価書案での対応状況 

イ 煙突の高さについて、排ガス拡散効果や景観とのバラン

スを考慮して、地元住民等との合意形成を図った上で決定

するとしているが、大気汚染の観点から煙突の高さを十分

に検討し、その検討経過や高さの設定理由について、予測

評価書案に記載した上で分かりやすく丁寧に説明するこ

と。 

 大気汚染及び景観のシミュレーション結果や高さの設定理由について、予測評価書案に詳細を記載しました。 

【予測評価書案 p.122（前掲）、p.資-10～11】 

〔煙突高さの違いによる排ガス拡散シミュレーション結果〕 

 

〔煙突高さの違いによるフォトモンタージュの比較〕 
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審査意見書の内容 予測評価書案での対応状況 

(3) 土壌汚染 

事業実施区域周辺の土壌中のダイオキシン類の状況を適切

かつ効果的に把握するため、厚木市等が実施した既存の調査

結果も併せて収集・整理し、必要に応じて、調査、予測及び

評価において有効活用を図ること。 

土壌汚染の予測にあたっては、厚木市等が実施した既存の調査結果をバックグラウンド濃度として設定することにより、実施区域周辺の現状を的

確に反映して評価しました。 

【予測評価書案 p.297～298】 

表 5-2-3-10 土壌中のダイオキシン類濃度予測結果 

                                        単位：pg-TEQ/g 

予測地点 

本事業による 

土壌への付加量 

① 

土壌中バック 

グラウンド濃度 

② 

予測結果 

土壌中濃度 

③=①+② 

寄与率 

①/③ 

×100 

最大着地濃度地点 0.0057 82.4810 82.4867 0.01% 

現
地
調
査
地
点 

№1 実施区域内 0.0017 82.4810 82.4827  0.00% 

№2 依知南小学校 0.0019 7.4553 7.4572  0.03% 

№3 今泉小学校 0.0005 80.3939 80.3944  0.00% 

№4 海西中学校 0.0019 11.3166 11.3185  0.02% 

№5 清水小学校 0.0005 6.9197 6.9202  0.01% 

既
存
資
料
調
査
地
点 

①厚木市環境センター 0.0019 29.4810 29.4829  0.01% 

②厚木市ふれあいプラザ 0.0012 61.4810 61.4822  0.00% 

③金田自治会館 0.0020 44.6553 44.6573  0.00% 

④浅間神社 0.0036 11.6553 11.6589  0.03% 

⑤海老名市立杉久保小学校 0.0003 15.9166 15.9169  0.00% 

⑥海老名市立中新田小学校 0.0007 5.1166 5.1173  0.01% 

⑦座間市緑ヶ丘第 3公園 0.0003 16.3939 16.3942  0.00% 

⑧座間市栗原中央6-1 多目的広場 0.0003 17.3939 17.3942  0.00% 

⑨座間市南栗原 6-2 多目的広場 0.0002 4.5939 4.5941  0.00% 

環境基準 - - 1,000 以下 - 

注）環境基準は、ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準とする。 

 

 


